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栃 木 県 規 則 第 十 七 号

私 立 学 校 関 係 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

私 立 学 校 関 係 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

私 立 学 校 関 係 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 十 五 号 備 考 第 九 号 及 び 別 記 様 式 第 三 十 五 号 備 考 第 二 号 中 「第38条第８項において準用する学校

教育法第９条各号」 を 「第38条第８項各号」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

栃 木 県 規 則 第 十 八 号

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 自 動 販 売 機 等 管 理 者 の 要 件 ） （ 自 動 販 売 機 等 管 理 者 の 要 件 ）

第 十 条 条 例 第 二 十 九 条 第 二 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め 第 十 条 条 例 第 二 十 九 条 第 二 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め

る 要 件 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 と す る 。 る 要 件 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 と す る 。

一 略 一 略

二 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 自 動 販 売 機 等 の 管 理 二 成 年 被 後 見 人 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で な い

を 適 正 に 行 う に 当 た っ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及 び こ と 。

意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者 で な い

こ と 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 権 ・ 青 少 年 男 女 参 画 課 ）



（2） 栃 木 県 公 報 号外第41号令和元（2019）年12月13日　金曜日
栃 木 県 規 則 第 十 八 号

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 自 動 販 売 機 等 管 理 者 の 要 件 ） （ 自 動 販 売 機 等 管 理 者 の 要 件 ）

第 十 条 条 例 第 二 十 九 条 第 二 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め 第 十 条 条 例 第 二 十 九 条 第 二 項 第 三 号 の 規 則 で 定 め

る 要 件 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 と す る 。 る 要 件 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 と す る 。

一 略 一 略

二 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 自 動 販 売 機 等 の 管 理 二 成 年 被 後 見 人 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で な い

を 適 正 に 行 う に 当 た っ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及 び こ と 。

意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者 で な い

こ と 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 権 ・ 青 少 年 男 女 参 画 課 ）

栃 木 県 規 則 第 十 九 号

栃 木 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 規 則 第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ）

第 十 八 条 の 五 条 例 第 二 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 十 八 条 の 五 条 例 第 二 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る

認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め ら 認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め ら

れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。 れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。

一 略 一 略

二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。 二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。

イ 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り そ の 生 態 系 維 持 回 イ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人

復 事 業 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う に 当 た つ て 必 要

な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と

が で き な い 者

ロ 略 ロ 略

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ）

第 十 八 条 の 六 略 第 十 八 条 の 六 略

２ 略 ２ 略

３ 条 例 第 二 十 七 条 第 五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、 ３ 条 例 第 二 十 七 条 第 五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 が 、 条 例 第 二 十 七 条 第

三 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け る 場 合 は 、 前 条 第

二 号 イ 及 び ロ に 該 当 し な い こ と を 説 明 す る 書 類

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認 （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認

定 の 申 請 ） 定 の 申 請 ）

第 十 八 条 の 八 略 第 十 八 条 の 八 略

２ 条 例 第 二 十 七 条 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 ２ 条 例 第 二 十 七 条 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第

五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 八 条 の 五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 八 条 の

六 第 三 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 と す る 。 六 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。



（3）栃 木 県 公 報 号外第41号令和元（2019）年12月13日　金曜日

栃 木 県 規 則 第 十 九 号

栃 木 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 立 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 規 則 第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ）

第 十 八 条 の 五 条 例 第 二 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 第 十 八 条 の 五 条 例 第 二 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る

認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め ら 認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め ら

れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。 れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。

一 略 一 略

二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。 二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。

イ 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り そ の 生 態 系 維 持 回 イ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人

復 事 業 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う に 当 た つ て 必 要

な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と

が で き な い 者

ロ 略 ロ 略

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ）

第 十 八 条 の 六 略 第 十 八 条 の 六 略

２ 略 ２ 略

３ 条 例 第 二 十 七 条 第 五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、 ３ 条 例 第 二 十 七 条 第 五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 が 、 条 例 第 二 十 七 条 第

三 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け る 場 合 は 、 前 条 第

二 号 イ 及 び ロ に 該 当 し な い こ と を 説 明 す る 書 類

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認 （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認

定 の 申 請 ） 定 の 申 請 ）

第 十 八 条 の 八 略 第 十 八 条 の 八 略

２ 条 例 第 二 十 七 条 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 ２ 条 例 第 二 十 七 条 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第

五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 八 条 の 五 項 の 知 事 が 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 八 条 の

六 第 三 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 と す る 。 六 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 規 則 第 二 十 号

自 然 環 境 の 保 全 及 び 緑 化 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

自 然 環 境 の 保 全 及 び 緑 化 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

自 然 環 境 の 保 全 及 び 緑 化 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ）

第 十 五 条 の 三 条 例 第 二 十 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ 第 十 五 条 の 三 条 例 第 二 十 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ

る 認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め る 認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め

ら れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。 ら れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。

一 略 一 略

二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。 二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。

イ 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り そ の 生 態 系 維 持 回 イ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人

復 事 業 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う に 当 た つ て 必 要

な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と

が で き な い 者

ロ 略 ロ 略

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ）

第 十 五 条 の 四 略 第 十 五 条 の 四 略

２ 略 ２ 略

３ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 ３ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 が 、 条 例 第 二 十 条 の 三

第 三 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け る 場 合 は 、 前 条

第 二 号 イ 及 び ロ に 該 当 し な い こ と を 説 明 す る 書

類
（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認 （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認

定 の 申 請 ） 定 の 申 請 ）

第 十 五 条 の 六 略 第 十 五 条 の 六 略

２ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条 ２ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条

第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 五 条 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 五 条

の 四 第 三 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 と す の 四 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 と す

る 。 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 自 然 環 境 課 ）



（4） 栃 木 県 公 報 号外第41号令和元（2019）年12月13日　金曜日
栃 木 県 規 則 第 二 十 号

自 然 環 境 の 保 全 及 び 緑 化 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

自 然 環 境 の 保 全 及 び 緑 化 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

自 然 環 境 の 保 全 及 び 緑 化 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 認 定 ）

第 十 五 条 の 三 条 例 第 二 十 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ 第 十 五 条 の 三 条 例 第 二 十 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ

る 認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め る 認 定 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め

ら れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。 ら れ る も の に つ い て 行 う も の と す る 。

一 略 一 略

二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。 二 そ の 者 が 次 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。

イ 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り そ の 生 態 系 維 持 回 イ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人

復 事 業 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う に 当 た つ て 必 要

な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と

が で き な い 者

ロ 略 ロ 略

（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ） （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 確 認 又 は 認 定 の 申 請 ）

第 十 五 条 の 四 略 第 十 五 条 の 四 略

２ 略 ２ 略

３ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 ３ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 県 及 び 市 町 村 以 外 の 者 が 、 条 例 第 二 十 条 の 三

第 三 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け る 場 合 は 、 前 条

第 二 号 イ 及 び ロ に 該 当 し な い こ と を 説 明 す る 書

類
（ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認 （ 生 態 系 維 持 回 復 事 業 の 内 容 の 変 更 の 確 認 又 は 認

定 の 申 請 ） 定 の 申 請 ）

第 十 五 条 の 六 略 第 十 五 条 の 六 略

２ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条 ２ 条 例 第 二 十 条 の 三 第 八 項 に お い て 準 用 す る 同 条

第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 五 条 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 変 更 後 の 第 十 五 条

の 四 第 三 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 と す の 四 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 と す

る 。 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 自 然 環 境 課 ）

栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県

規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 許 可 の 申 請 ） （ 許 可 の 申 請 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 ２ 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次

に 掲 げ る と お り と す る 。 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 申 請 者 が 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定 七 申 請 者 が 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定

す る 未 成 年 者 又 は 第 五 条 の 三 第 九 号 に 規 定 す る す る 未 成 年 者 又 は 第 五 条 の 三 第 八 号 に 規 定 す る

未 成 年 者 で あ る 場 合 に は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏 未 成 年 者 で あ る 場 合 に は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏

名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 （ 法 定 代 理 人 が 名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 （ 法 定 代 理 人 が

法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 名 称 及 び 住 所 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 名 称 及 び 住 所

並 び に そ の 代 表 者 及 び 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 並 び に そ の 代 表 者 及 び 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、

本 籍 地 及 び 住 所 。 第 十 六 条 の 二 第 二 項 第 五 号 に 本 籍 地 及 び 住 所 。 第 十 六 条 の 二 第 二 項 第 五 号 に

お い て 同 じ 。 ） を 記 載 し た 書 面 お い て 同 じ 。 ） を 記 載 し た 書 面

八 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 三 条 八 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 三 条

第 一 項 第 一 号 ト に 規 定 す る 役 員 又 は 第 五 条 の 三 第 一 項 第 一 号 ト に 規 定 す る 役 員 又 は 第 五 条 の 三

第 十 号 に 規 定 す る 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 本 籍 第 九 号 に 規 定 す る 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 本 籍

地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面

九 略 九 略

十 申 請 者 に 次 条 又 は 第 五 条 の 三 第 七 号 に 規 定 す 十 申 請 者 に 次 条 又 は 第 五 条 の 三 第 六 号 に 規 定 す

る 使 用 人 が あ る 場 合 に は 、 そ の 者 の 氏 名 、 生 年 る 使 用 人 が あ る 場 合 に は 、 そ の 者 の 氏 名 、 生 年

月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面

十 一 ～ 十 七 略 十 一 ～ 十 七 略

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

（ 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で 定 め る も （ 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で 定 め る も

の ） の ）

第 五 条 の 三 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で 第 五 条 の 三 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で

定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 法 第 二 条 第 一 項 に 規 一 成 年 被 後 見 人 若 し く は 被 保 佐 人 又 は 破 産 者 で

定 す る 廃 棄 物 の 処 理 の 業 務 を 適 切 に 行 う に 当 復 権 を 得 な い も の

た っ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適 切 に

行 う こ と が で き な い 者

二 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者

三 ～ 九 略 二 ～ 八 略

十 法 人 で そ の 役 員 又 は そ の 使 用 人 の う ち に 第 一 九 法 人 で そ の 役 員 又 は そ の 使 用 人 の う ち に 第 一

号 か ら 第 八 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ 号 か ら 第 七 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ

る も の る も の
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栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 栃 木 県

規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 許 可 の 申 請 ） （ 許 可 の 申 請 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 ２ 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次

に 掲 げ る と お り と す る 。 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 申 請 者 が 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定 七 申 請 者 が 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定

す る 未 成 年 者 又 は 第 五 条 の 三 第 九 号 に 規 定 す る す る 未 成 年 者 又 は 第 五 条 の 三 第 八 号 に 規 定 す る

未 成 年 者 で あ る 場 合 に は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏 未 成 年 者 で あ る 場 合 に は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏

名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 （ 法 定 代 理 人 が 名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 （ 法 定 代 理 人 が

法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 名 称 及 び 住 所 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 名 称 及 び 住 所

並 び に そ の 代 表 者 及 び 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 並 び に そ の 代 表 者 及 び 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、

本 籍 地 及 び 住 所 。 第 十 六 条 の 二 第 二 項 第 五 号 に 本 籍 地 及 び 住 所 。 第 十 六 条 の 二 第 二 項 第 五 号 に

お い て 同 じ 。 ） を 記 載 し た 書 面 お い て 同 じ 。 ） を 記 載 し た 書 面

八 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 三 条 八 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 三 条

第 一 項 第 一 号 ト に 規 定 す る 役 員 又 は 第 五 条 の 三 第 一 項 第 一 号 ト に 規 定 す る 役 員 又 は 第 五 条 の 三

第 十 号 に 規 定 す る 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 本 籍 第 九 号 に 規 定 す る 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 本 籍

地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面

九 略 九 略

十 申 請 者 に 次 条 又 は 第 五 条 の 三 第 七 号 に 規 定 す 十 申 請 者 に 次 条 又 は 第 五 条 の 三 第 六 号 に 規 定 す

る 使 用 人 が あ る 場 合 に は 、 そ の 者 の 氏 名 、 生 年 る 使 用 人 が あ る 場 合 に は 、 そ の 者 の 氏 名 、 生 年

月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面

十 一 ～ 十 七 略 十 一 ～ 十 七 略

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

（ 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で 定 め る も （ 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で 定 め る も

の ） の ）

第 五 条 の 三 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で 第 五 条 の 三 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 リ の 規 則 で

定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。

一 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 法 第 二 条 第 一 項 に 規 一 成 年 被 後 見 人 若 し く は 被 保 佐 人 又 は 破 産 者 で

定 す る 廃 棄 物 の 処 理 の 業 務 を 適 切 に 行 う に 当 復 権 を 得 な い も の

た っ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及 び 意 思 疎 通 を 適 切 に

行 う こ と が で き な い 者

二 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者

三 ～ 九 略 二 ～ 八 略

十 法 人 で そ の 役 員 又 は そ の 使 用 人 の う ち に 第 一 九 法 人 で そ の 役 員 又 は そ の 使 用 人 の う ち に 第 一

号 か ら 第 八 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ 号 か ら 第 七 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ

る も の る も の

十 一 個 人 で そ の 使 用 人 の う ち に 第 一 号 か ら 第 八 十 個 人 で そ の 使 用 人 の う ち に 第 一 号 か ら 第 七

号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 の あ る も の

十 二 略 十 一 略

（ 譲 受 け の 許 可 の 申 請 ） （ 譲 受 け の 許 可 の 申 請 ）

第 十 六 条 の 二 略 第 十 六 条 の 二 略

２ 条 例 第 二 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 ２ 条 例 第 二 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 書 類

は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 申 請 者 が 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定 五 申 請 者 が 条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 ヘ に 規 定

す る 未 成 年 者 又 は 第 五 条 の 三 第 九 号 に 規 定 す る す る 未 成 年 者 又 は 第 五 条 の 三 第 八 号 に 規 定 す る

未 成 年 者 で あ る 場 合 に は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏 未 成 年 者 で あ る 場 合 に は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 氏

名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面 名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面

六 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 三 条 六 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に は 、 条 例 第 十 三 条

第 一 項 第 一 号 ト に 規 定 す る 役 員 又 は 第 五 条 の 三 第 一 項 第 一 号 ト に 規 定 す る 役 員 又 は 第 五 条 の 三

第 十 号 に 規 定 す る 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 本 籍 第 九 号 に 規 定 す る 役 員 の 氏 名 、 生 年 月 日 、 本 籍

地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面

七 略 七 略

八 申 請 者 に 第 五 条 の 二 又 は 第 五 条 の 三 第 七 号 に 八 申 請 者 に 第 五 条 の 二 又 は 第 五 条 の 三 第 六 号 に

規 定 す る 使 用 人 が あ る 場 合 に は 、 そ の 者 の 氏 規 定 す る 使 用 人 が あ る 場 合 に は 、 そ の 者 の 氏

名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面 名 、 生 年 月 日 、 本 籍 地 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 面

九 略 九 略

別 記 様 式 第 二 号 （ 裏 ） 、 別 記 様 式 第 四 号 （ 裏 ） 及 び 別 記 様 式 第 十 八 号 （ 裏 ） 中 「第５条の３第８号」 を 「第

５条の３第９号」 に 、 「第５条の３第９号」 を 「第５条の３第10号」 に 、 「第５条の３第６号」 を 「第５条の

３第７号」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 栃 木 県 土 砂 等 の 埋 立 て 等 に よ る 土 壌 の 汚 染 及 び 災 害 の 発 生 の 防 止 に 関 す る 条

例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 さ れ た 諸 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 残 存 す る も の に 限 り 、 当 分 の 間 、 所

要 の 補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 廃 棄 物 対 策 課 ）

-
1

-

○ 栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 二 十 二 号

栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 六 条 略 第 六 条 略

（ 心 身 の 故 障 に よ り 年 金 の 受 領 及 び 管 理 を 適 正 に

行 う こ と が で き な い 者 ）

第 六 条 の 二 条 例 第 八 条 第 三 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め

る 者 は 、 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 年 金 の 受 領 及 び

管 理 を 適 正 に 行 う に 当 た つ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及

び 意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者 と す

る 。

様 式 第 一 号 中 「栃木県心身障害者扶養共済制度条例」 を 「栃木県心身障害者扶養共済条例」 に 改 め る 。

様 式 第 二 号 中 「平成 年 月 日」 を

「 年 月 日」 に 、

「

３昭和

年月日 を

４平成

」

「

年月日 に 、

」

「

１明治２大正

年月日 を

３昭和４平成

」

「

「

年月日 に 改 め 、 平成22年４月改訂を 削

」

」

る 。
様 式 第 十 号 中
「明治昭和

年月日を 「 年月日」 に 改 め

大正平成 」

る 。
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-
1

-

○ 栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 二 十 二 号

栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 六 条 略 第 六 条 略

（ 心 身 の 故 障 に よ り 年 金 の 受 領 及 び 管 理 を 適 正 に

行 う こ と が で き な い 者 ）

第 六 条 の 二 条 例 第 八 条 第 三 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め

る 者 は 、 精 神 の 機 能 の 障 害 に よ り 年 金 の 受 領 及 び

管 理 を 適 正 に 行 う に 当 た つ て 必 要 な 認 知 、 判 断 及

び 意 思 疎 通 を 適 切 に 行 う こ と が で き な い 者 と す

る 。

様 式 第 一 号 中 「栃木県心身障害者扶養共済制度条例」 を 「栃木県心身障害者扶養共済条例」 に 改 め る 。

様 式 第 二 号 中 「平成 年 月 日」 を

「 年 月 日」 に 、

「

３昭和

年月日 を

４平成

」

「

年月日 に 、

」

「

１明治２大正

年月日 を

３昭和４平成

」

「

「

年月日 に 改 め 、 平成22年４月改訂を 削

」

」

る 。
様 式 第 十 号 中
「明治昭和

年月日を 「 年月日」 に 改 め

大正平成 」

る 。

-
2

-

様 式 第 二 十 四 号 の 二 中 「栃木県心身障害者扶養共済制度条例」 を 「栃木県心身障害者扶養共済条例」 に 改 め

る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 二 十 三 号

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 六 十 三 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 十 号 中 「③成年被後見人又は被保佐人」 を 「③精神の機能の障害により精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第33条第１項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 障 害 福 祉 課 ）
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訓 令

-
1

-

栃 木 県 訓 令 第 三 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 事 故 等 の 報 告 ） （ 事 故 等 の 報 告 ）

第 三 十 一 条 略 第 三 十 一 条 略

２ 略 ２ 略

３ 所 属 長 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る に 至 つ た と き ３ 所 属 長 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る に 至 つ た と き

は 、 速 や か に そ の 状 況 を 事 故 報 告 書 等 に よ り 人 事 は 、 速 や か に そ の 状 況 を 事 故 報 告 書 等 に よ り 人 事

課 長 を 経 て 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 課 長 を 経 て 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

一 略 一 略

二 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 十 六 条 第 一 号 及 び 第 四 二 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 十 六 条 第 一 号 、 第 二 号

号 並 び に 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら 及 び 第 五 号 並 び に 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら

第 三 号 ま で 及 び 同 条 第 二 項 並 び に 第 二 十 九 条 第 第 三 号 ま で 及 び 同 条 第 二 項 並 び に 第 二 十 九 条 第

一 項 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め 一 項 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き 。 ら れ る と き 。

三 略 三 略

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

３ 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 令 和 五 年 三 月 三 十 一 ３ 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 五 年 三 月 三

日 ま で の 間 に お け る 第 二 十 二 条 の 規 定 の 適 用 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 二 十 二 条 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 条 第 一 項 中 「 の 部 長 」 と あ る の に つ い て は 、 同 条 第 一 項 中 「 の 部 長 」 と あ る の

は 、 「 の 部 長 （ 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 長 を は 、 「 の 部 長 （ 国 体 ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 局 長 を

含 む 。 ） 」 と す る 。 含 む 。 ） 」 と す る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）

-
1

-

○ 栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号

栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 （ 平 成 元 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 二 号 中 「第７号まで」 を 「第６号まで」 に 、

「第３号成年被後見人又は被保佐人
こ

第４号禁錮以上の刑に処せられた者

第５号第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い当該、

失効の日から３年を経過しない者

を

第６号第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け当該処分の日、

から３年を経過しない者

第７号日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破、

壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者 」、

「第３号禁錮以上の刑に処せられた者

第４号第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い当該、

失効の日から３年を経過しない者

第５号第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け当該処分の日に 改 め る 。、

から３年を経過しない者

第６号日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破、

壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者 」、

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 義 務 教 育 課 ）

教 育 委 員 会
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○ 栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号

栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 （ 平 成 元 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 記 様 式 第 二 号 中 「第７号まで」 を 「第６号まで」 に 、

「第３号成年被後見人又は被保佐人
こ

第４号禁錮以上の刑に処せられた者

第５号第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い当該、

失効の日から３年を経過しない者

を

第６号第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け当該処分の日、

から３年を経過しない者

第７号日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破、

壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者 」、

「第３号禁錮以上の刑に処せられた者

第４号第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い当該、

失効の日から３年を経過しない者

第５号第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け当該処分の日に 改 め る 。、

から３年を経過しない者

第６号日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破、

壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者 」、

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 義 務 教 育 課 ）

-
1

-

○ 栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 四 号

本 局

教 育 事 務 所

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 荒 川 政 利

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 教 育 委 員 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 六 十 一 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 事 故 等 の 報 告 ） （ 事 故 等 の 報 告 ）

第 四 十 六 条 略 第 四 十 六 条 略

２ 略 ２ 略

３ 所 属 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 ３ 所 属 長 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る に 至

つ た と き は 、 速 や か に そ の 状 況 を 事 故 報 告 書 等 に つ た と き は 、 速 や か に そ の 状 況 を 事 故 報 告 書 等 に

よ り 総 務 課 長 を 経 て 教 育 長 に 報 告 し な け れ ば な ら よ り 総 務 課 長 を 経 て 教 育 長 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

一 略 一 略

二 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 十 六 条 第 一 号 及 び 第 四 二 職 員 が 地 方 公 務 員 法 第 十 六 条 第 一 号 、 第 二 号

号 並 び に 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら 及 び 第 五 号 並 び に 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら

第 三 号 ま で 及 び 同 条 第 二 項 並 び に 第 二 十 九 条 第 第 三 号 ま で 及 び 同 条 第 二 項 並 び に 第 二 十 九 条 第

一 項 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め 一 項 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め

ら れ る と き 。 ら れ る と き 。

三 略 三 略

附 則

こ の 訓 令 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

（ 総 務 課 ）
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号

職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 及 び 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 及 び 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則

（ 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 八 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 八

条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 （ 市 町 村 立 学 校 職 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 （ 市 町 村 立 学 校 職

員 給 与 負 担 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 五 号 ） 員 給 与 負 担 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 五 号 ）

第 一 条 に 規 定 す る 職 員 を 含 む 。 第 三 条 、 第 四 条 及 第 一 条 に 規 定 す る 職 員 を 含 む 。 以 下

び 第 三 十 四 条 に お い て 同 じ 。 ） の 任 用 に 関 し 、 必 同 じ 。 ） の 任 用 に 関 し 、 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 職 の 分 類 ） （ 職 の 分 類 ）

第 三 条 職 員 （ 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 第 三 条 職 員 （

会 計 年 度 任 用 職 員 （ 以 下 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と

い う 。 ） 及 び 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 者 を 除 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 者 を 除

く 。 ） の 職 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 及 び こ れ ら の く 。 ） の 職 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 及 び こ れ ら の

職 と そ の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度 職 と そ の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度

の 職 （ 以 下 「 相 当 職 」 と い う 。 ） と す る 。 の 職 （ 以 下 「 相 当 職 」 と い う 。 ） と す る 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

２ 略 ２ 略

（ 競 争 試 験 等 に よ る 職 員 の 採 用 ） （ 競 争 試 験 に よ る 職 員 の 採 用 ）

第 四 条 職 員 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 第 三 十 四 第 四 条 職 員

条 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） の 採 用 （ 公 益 的 法 人 等 へ の 採 用 （ 公 益 的 法 人 等 へ

の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平 の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 採 用 を 除 く 。 ） は 、 第 十 五 条 に 規 定 す る 場 合 を る 採 用 を 除 く 。 ） は 、 第 十 五 条 に 規 定 す る 場 合 を

除 き 、 競 争 試 験 に よ る も の と す る 。 除 き 、 競 争 試 験 に よ る も の と す る 。

２ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 は 、 選 考 に よ る も の と

す る 。

（ 条 件 付 採 用 期 間 の 延 長 ） （ 条 件 付 採 用 期 間 の 延 長 ）

第 三 十 四 条 略 第 三 十 四 条 略

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

４ 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 第 一 項 及 び 前 項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 第 一 項 中 「 六 月 間 」 と あ る

の は 「 一 月 間 」 と 、 「 九 十 日 」 と あ る の は 「 十 五

日 」 と 、 前 項 中 「 採 用 後 一 年 」 と あ る の は 「 当 該

人 事 委 員 会
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号

職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 及 び 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 及 び 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則

（ 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 八 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 八

条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 （ 市 町 村 立 学 校 職 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員 （ 市 町 村 立 学 校 職

員 給 与 負 担 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 五 号 ） 員 給 与 負 担 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 五 号 ）

第 一 条 に 規 定 す る 職 員 を 含 む 。 第 三 条 、 第 四 条 及 第 一 条 に 規 定 す る 職 員 を 含 む 。 以 下

び 第 三 十 四 条 に お い て 同 じ 。 ） の 任 用 に 関 し 、 必 同 じ 。 ） の 任 用 に 関 し 、 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 職 の 分 類 ） （ 職 の 分 類 ）

第 三 条 職 員 （ 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 第 三 条 職 員 （

会 計 年 度 任 用 職 員 （ 以 下 「 会 計 年 度 任 用 職 員 」 と

い う 。 ） 及 び 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 者 を 除 単 純 な 労 務 に 雇 用 さ れ る 者 を 除

く 。 ） の 職 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 及 び こ れ ら の く 。 ） の 職 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 及 び こ れ ら の

職 と そ の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度 職 と そ の 職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度

の 職 （ 以 下 「 相 当 職 」 と い う 。 ） と す る 。 の 職 （ 以 下 「 相 当 職 」 と い う 。 ） と す る 。

一 ～ 五 略 一 ～ 五 略

２ 略 ２ 略

（ 競 争 試 験 等 に よ る 職 員 の 採 用 ） （ 競 争 試 験 に よ る 職 員 の 採 用 ）

第 四 条 職 員 （ 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 第 三 十 四 第 四 条 職 員

条 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） の 採 用 （ 公 益 的 法 人 等 へ の 採 用 （ 公 益 的 法 人 等 へ

の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平 の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 採 用 を 除 く 。 ） は 、 第 十 五 条 に 規 定 す る 場 合 を る 採 用 を 除 く 。 ） は 、 第 十 五 条 に 規 定 す る 場 合 を

除 き 、 競 争 試 験 に よ る も の と す る 。 除 き 、 競 争 試 験 に よ る も の と す る 。

２ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 採 用 は 、 選 考 に よ る も の と

す る 。

（ 条 件 付 採 用 期 間 の 延 長 ） （ 条 件 付 採 用 期 間 の 延 長 ）

第 三 十 四 条 略 第 三 十 四 条 略

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

４ 会 計 年 度 任 用 職 員 に 対 す る 第 一 項 及 び 前 項 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 第 一 項 中 「 六 月 間 」 と あ る

の は 「 一 月 間 」 と 、 「 九 十 日 」 と あ る の は 「 十 五

日 」 と 、 前 項 中 「 採 用 後 一 年 」 と あ る の は 「 当 該
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職 員 の 任 期 」 と す る 。

（ 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 場 合 ） （ 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 場 合 ）

第 三 十 五 条 法 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 第 三 十 五 条 法 第 二 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り

人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 臨 時 的 任 用 又 は 臨 時 的 任 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 臨 時 的 任 用 又 は 臨 時 的 任

用 の 期 間 の 更 新 を 行 う こ と が で き る 場 合 は 、 常 時 用 の 期 間 の 更 新 を 行 う こ と が で き る 場 合 は 、 次 に

勤 務 を 要 す る 職 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 に お い て 、 次 掲 げ る と お り

に 掲 げ る と き と す る 。 と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会

規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 委 任 事 務 に 対 す る 協 議 及 び 報 告 ） （ 委 任 事 務 に 対 す る 協 議 及 び 報 告 ）

第 六 条 任 命 権 者 は 、 別 表 第 一 第 一 項 各 号 （ 第 一 第 六 条 任 命 権 者 は 、 別 表 第 一 第 一 項 各 号 （ 第 一

号 、 第 二 号 、 第 四 号 、 第 五 号 及 び 第 十 六 号 を 除 号 、 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 十 五 号 を 除

く 。 ） に 掲 げ る 職 へ の 採 用 又 は 昇 任 を 行 つ た と き く 。 ） に 掲 げ る 職 へ の 採 用 又 は 昇 任 を 行 つ た と き

は 、 そ の 結 果 に 関 す る 通 知 書 を 別 記 様 式 第 一 号 に は 、 そ の 結 果 に 関 す る 通 知 書 を 別 記 様 式 第 一 号 に

よ り 速 や か に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な よ り 速 や か に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 警 察 本 部 長 は 、 別 表 第 一 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る ２ 警 察 本 部 長 は 、 別 表 第 一 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る

採 用 試 験 及 び 同 項 第 十 六 号 に 掲 げ る 昇 任 試 験 を 行 採 用 試 験 及 び 同 項 第 十 五 号 に 掲 げ る 昇 任 試 験 を 行

う 場 合 に は 、 そ の 実 施 計 画 そ の 他 必 要 事 項 に つ い う 場 合 に は 、 そ の 実 施 計 画 そ の 他 必 要 事 項 に つ い

て あ ら か じ め 人 事 委 員 会 に 協 議 す る と と も に 、 試 て あ ら か じ め 人 事 委 員 会 に 協 議 す る と と も に 、 試

験 実 施 後 速 や か に そ の 結 果 を 報 告 し な け れ ば な ら 験 実 施 後 速 や か に そ の 結 果 を 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

３ 任 命 権 者 は 、 各 年 度 ご と に 、 別 表 第 一 第 一 項 第 ３ 任 命 権 者 は 、 各 年 度 ご と に 、 別 表 第 一 第 一 項 第

四 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用 の 結 果 に つ い て は 別 記 様 三 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用 の 結 果 に つ い て は 別 記 様

式 第 二 号 に よ り 、 同 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用 式 第 二 号 に よ り 、 同 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用

の 結 果 に つ い て は 別 記 様 式 第 三 号 に よ り 、 翌 年 度 の 結 果 に つ い て は 別 記 様 式 第 三 号 に よ り 、 翌 年 度

の 五 月 末 日 ま で に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な の 五 月 末 日 ま で に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。 ら な い 。

４ 略 ４ 略

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

任命権者への委任事項 任命権者への委任事項

１職員の任用に関する規則（平成28年栃木県人１職員の任用に関する規則（平成28年栃木県人

事委員会規則第14号以下「任用規則」とい事委員会規則第14号以下「任用規則」とい。 。

う)関係 う)関係。 。

⑴任用規則第３条第１項に規定する会計年度

任用職員の職への採用選考

⑵⒃略 ⑴⒂略～ ～

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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職 員 の 任 期 」 と す る 。

（ 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 場 合 ） （ 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 場 合 ）

第 三 十 五 条 法 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 第 三 十 五 条 法 第 二 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り

人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 臨 時 的 任 用 又 は 臨 時 的 任 人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 臨 時 的 任 用 又 は 臨 時 的 任

用 の 期 間 の 更 新 を 行 う こ と が で き る 場 合 は 、 常 時 用 の 期 間 の 更 新 を 行 う こ と が で き る 場 合 は 、 次 に

勤 務 を 要 す る 職 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 に お い て 、 次 掲 げ る と お り

に 掲 げ る と き と す る 。 と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

２ 略 ２ 略

（ 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 人 事 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 委 任 及 び 専 決 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 八 年 栃 木 県 人 事 委 員 会

規 則 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 委 任 事 務 に 対 す る 協 議 及 び 報 告 ） （ 委 任 事 務 に 対 す る 協 議 及 び 報 告 ）

第 六 条 任 命 権 者 は 、 別 表 第 一 第 一 項 各 号 （ 第 一 第 六 条 任 命 権 者 は 、 別 表 第 一 第 一 項 各 号 （ 第 一

号 、 第 二 号 、 第 四 号 、 第 五 号 及 び 第 十 六 号 を 除 号 、 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 十 五 号 を 除

く 。 ） に 掲 げ る 職 へ の 採 用 又 は 昇 任 を 行 つ た と き く 。 ） に 掲 げ る 職 へ の 採 用 又 は 昇 任 を 行 つ た と き

は 、 そ の 結 果 に 関 す る 通 知 書 を 別 記 様 式 第 一 号 に は 、 そ の 結 果 に 関 す る 通 知 書 を 別 記 様 式 第 一 号 に

よ り 速 や か に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な よ り 速 や か に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 警 察 本 部 長 は 、 別 表 第 一 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る ２ 警 察 本 部 長 は 、 別 表 第 一 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る

採 用 試 験 及 び 同 項 第 十 六 号 に 掲 げ る 昇 任 試 験 を 行 採 用 試 験 及 び 同 項 第 十 五 号 に 掲 げ る 昇 任 試 験 を 行

う 場 合 に は 、 そ の 実 施 計 画 そ の 他 必 要 事 項 に つ い う 場 合 に は 、 そ の 実 施 計 画 そ の 他 必 要 事 項 に つ い

て あ ら か じ め 人 事 委 員 会 に 協 議 す る と と も に 、 試 て あ ら か じ め 人 事 委 員 会 に 協 議 す る と と も に 、 試

験 実 施 後 速 や か に そ の 結 果 を 報 告 し な け れ ば な ら 験 実 施 後 速 や か に そ の 結 果 を 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。 な い 。

３ 任 命 権 者 は 、 各 年 度 ご と に 、 別 表 第 一 第 一 項 第 ３ 任 命 権 者 は 、 各 年 度 ご と に 、 別 表 第 一 第 一 項 第

四 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用 の 結 果 に つ い て は 別 記 様 三 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用 の 結 果 に つ い て は 別 記 様

式 第 二 号 に よ り 、 同 項 第 五 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用 式 第 二 号 に よ り 、 同 項 第 四 号 に 掲 げ る 職 へ の 採 用

の 結 果 に つ い て は 別 記 様 式 第 三 号 に よ り 、 翌 年 度 の 結 果 に つ い て は 別 記 様 式 第 三 号 に よ り 、 翌 年 度

の 五 月 末 日 ま で に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な の 五 月 末 日 ま で に 人 事 委 員 会 に 報 告 し な け れ ば な

ら な い 。 ら な い 。

４ 略 ４ 略

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

任命権者への委任事項 任命権者への委任事項

１職員の任用に関する規則（平成28年栃木県人１職員の任用に関する規則（平成28年栃木県人

事委員会規則第14号以下「任用規則」とい事委員会規則第14号以下「任用規則」とい。 。

う)関係 う)関係。 。

⑴任用規則第３条第１項に規定する会計年度

任用職員の職への採用選考

⑵⒃略 ⑴⒂略～ ～

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 及 び 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ

う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 及 び 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 （ 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 者 ） で 定 め る 者 ）

第 十 二 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事 第 十 二 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の と お り と す る 。 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の と お り と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る

失 職 （ 同 法 第 十 六 条 第 一 号 に 該 当 す る 場 合 に 限

る 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 退 職 を し た 者

三 ～ 五 略 四 ～ 六 略

（ 失 業 者 の 退 職 手 当 の 支 給 手 続 ） （ 失 業 者 の 退 職 手 当 の 支 給 手 続 ）

第 十 四 条 略 第 十 四 条 略

２ ～ ５ 略 ２ ～ ５ 略

６ 前 項 に 規 定 す る 申 出 は 、 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に ６ 前 項 に 規 定 す る 申 出 は 、 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 理 由 に 該 当 す る に 至 つ た 日 の 翌 日 か ら 、 規 定 す る 理 由 に 該 当 す る に 至 つ た 日 の 翌 日 か ら 起

基 本 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る 資 格 算 し て 一 箇 月 以 内

に 係 る 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 四 年 を 経 過 す

る 日 ま で の 間 （ 同 項 の 規 定 に よ り 加 算 さ れ た 期 間

が 四 年 に 満 た な い 場 合 は 、 当 該 期 間 の 最 後 の 日 ま

で の 間 ） に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 天 災 そ に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 天 災 そ

の 他 申 出 を し な か つ た こ と に つ い て や む を 得 な い の 他 申 出 を し な か つ た こ と に つ い て や む を 得 な い

理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

７ ～ 略 ７ ～ 略1
2

1
2

（ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 三 条 条 例 第 二 十 条 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 第 三 条 条 例 第 二 十 条 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の

職 員 に は 、 期 末 手 当 を 支 給 し な い 。 職 員 に は 、 期 末 手 当 を 支 給 し な い 。

一 そ の 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 一 そ の 退 職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た

日 に お い て 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 日 に お い て 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員

で あ つ た も の で あ つ た も の
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職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 及 び 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ

う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 及 び 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 （ 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 者 ） で 定 め る 者 ）

第 十 二 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事 第 十 二 条 の 二 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の と お り と す る 。 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の と お り と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る

失 職 （ 同 法 第 十 六 条 第 一 号 に 該 当 す る 場 合 に 限

る 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 退 職 を し た 者

三 ～ 五 略 四 ～ 六 略

（ 失 業 者 の 退 職 手 当 の 支 給 手 続 ） （ 失 業 者 の 退 職 手 当 の 支 給 手 続 ）

第 十 四 条 略 第 十 四 条 略

２ ～ ５ 略 ２ ～ ５ 略

６ 前 項 に 規 定 す る 申 出 は 、 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に ６ 前 項 に 規 定 す る 申 出 は 、 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 理 由 に 該 当 す る に 至 つ た 日 の 翌 日 か ら 、 規 定 す る 理 由 に 該 当 す る に 至 つ た 日 の 翌 日 か ら 起

基 本 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る 資 格 算 し て 一 箇 月 以 内

に 係 る 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 四 年 を 経 過 す

る 日 ま で の 間 （ 同 項 の 規 定 に よ り 加 算 さ れ た 期 間

が 四 年 に 満 た な い 場 合 は 、 当 該 期 間 の 最 後 の 日 ま

で の 間 ） に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 天 災 そ に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 天 災 そ

の 他 申 出 を し な か つ た こ と に つ い て や む を 得 な い の 他 申 出 を し な か つ た こ と に つ い て や む を 得 な い

理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

７ ～ 略 ７ ～ 略1
2

1
2

（ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 三 条 条 例 第 二 十 条 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 第 三 条 条 例 第 二 十 条 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ ら の

職 員 に は 、 期 末 手 当 を 支 給 し な い 。 職 員 に は 、 期 末 手 当 を 支 給 し な い 。

一 そ の 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 一 そ の 退 職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た

日 に お い て 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 日 に お い て 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員

で あ つ た も の で あ つ た も の

二 そ の 退 職 の 後 基 準 日 ま で の 間 に お い 二 そ の 退 職 又 は 失 職 の 後 基 準 日 ま で の 間 に お い

て 次 に 掲 げ る 者 （ 非 常 勤 で あ る 者 に あ つ て は 、 て 次 に 掲 げ る 者 （ 非 常 勤 で あ る 者 に あ つ て は 、

法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の 法 第 二 十 八 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 八 条 の

五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第 五 第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 六 第 一 項 若 し く は 第

二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 再 任 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 再 任

用 職 員 」 と い う 。 ） で 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 用 職 員 」 と い う 。 ） で 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項

に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以 下 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の （ 以 下

「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 、 育 児 休 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 、 育 児 休

業 法 第 十 八 条 第 一 項 又 は 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職 業 法 第 十 八 条 第 一 項 又 は 地 方 公 共 団 体 の 一 般 職

の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 の 任 期 付 職 員 の 採 用 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年

法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 五 条 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ

た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い た 職 員 （ 以 下 「 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い

う 。 ） そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 者 に 限 る 。 ） う 。 ） そ の 他 人 事 委 員 会 の 定 め る 者 に 限 る 。 ）

と な つ た も の と な つ た も の

イ ～ ヘ 略 イ ～ ヘ 略

三 略 三 略

第 十 条 条 例 第 二 十 条 の 四 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会 第 十 条 条 例 第 二 十 条 の 四 第 一 項 後 段 の 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 と し 、 こ れ

ら の 職 員 に は 勤 勉 手 当 を 支 給 し な い 。 た だ し 、 第 ら の 職 員 に は 勤 勉 手 当 を 支 給 し な い 。 た だ し 、 第

二 号 に 掲 げ る 者 の う ち 、 勤 勉 手 当 に 相 当 す る 手 当 二 号 に 掲 げ る 者 の う ち 、 勤 勉 手 当 に 相 当 す る 手 当

が 支 給 さ れ な い 職 員 に つ い て は 、 こ の 限 り で な が 支 給 さ れ な い 職 員 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。 い 。

一 そ の 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 一 そ の 退 職 し 、 若 し く は 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た

日 に お い て 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 日 に お い て 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員

で あ つ た 者 で あ つ た 者

二 略 二 略

２ 略 ２ 略

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 四

条 第 六 項 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 退 職 し た 者 が 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 二 条 の 二

第 三 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 場 合 に は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 二 条

の 二 に 規 定 す る 条 例 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 と み な す 。

３ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 四 条 第 六 項 の 規 定 は 、 同 規 則 第 十 二 条 第 一

項 に 規 定 す る 基 本 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る 資 格 に 係 る 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 四 年 を 経

過 す る 日 が 附 則 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 一 部 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に あ る 者 か

ら の 申 出 に つ い て 適 用 し 、 当 該 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 四 年 を 経 過 す る 日 が 一 部 施 行 日 前 に あ る 者 か ら

の 申 出 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

-
1

-

○栃木県道路交通法施行細則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 一 号

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 十 三 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「

□ 戸籍謄本又は抄本

「

□ 住民票の写し

別 表 第 一 の 添 付 三 十 一 中 □ 登記事項証明書を □ 診断書 に 改 め 、 同 表 の 添 付 三

□ 診断書

」 」

十 二 （ 裏 ） 中 「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」 を 「破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者」 に 、 「覚せい剤」 を 「覚醒剤」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 三 十 五 中

「 「

□ 戸籍謄本又は抄本 □ 住民票の写し

□ 登記事項証明書 □ 診断書

□ 診断書 を □ 誓約書 に 改 め る 。

□ 誓約書 □ 写真２枚（うち１枚貼付）

□ 写真２枚（うち一枚ちよう付）
」 」

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。

公 安 委 員 会

蓬
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けて復権を得ない者」 に 、 「覚せい剤」 を 「覚醒剤」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 三 十 五 中

「 「

□ 戸籍謄本又は抄本 □ 住民票の写し

□ 登記事項証明書 □ 診断書

□ 診断書 を □ 誓約書 に 改 め る 。

□ 誓約書 □ 写真２枚（うち１枚貼付）

□ 写真２枚（うち一枚ちよう付）
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附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 十 四 日 か ら 施 行 す る 。


